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総合企画部市町村課 

 

 

岐阜県議会議員補欠選挙の執行経費 
 
 
１ 事 業 費   ５８，６８３（124,419 → 183,102） 
            【財源内訳】      【主な使途】 

           一般財源 58,683     交付金 47,624 
         

 
２ 背景・事業目的 
   加茂郡選挙区選出の県議会議員が衆議院議員総選挙（令和８年２月８日

執行）に立候補の届出をし、失職したことに伴う県議会議員補欠選挙を執
行する。 

 
 
３ 事 業 概 要 

  岐阜県議会議員加茂郡選挙区補欠選挙の執行経費（58,683 千円） 
   補欠選挙は、これを行うべき事由が生じた日から５０日以内に行うこと

とされており（公職選挙法第３４条第１項）、加茂郡選挙区の補欠選挙が令
和８年２月２７日告示、同年３月８日執行と定められたため、選挙執行に
必要な経費を「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」に準じ
て算定し措置するもの 

  

 


